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※行の挿入・削除、セルの結合は絶対に行わないこと。 （単位：千円）

電話番号 交付限度額①
（令和２年度本省繰越分）（国のR2予算）

メールアドレス
交付限度額②

（令和３年１～３月補助裏分）（国のR2予
算）

交付金関連
事業費

交付限度額③
（令和３年４月以降補助裏分）（国のR3予

算）

事業者支援分交付限度額
（令和3年4月30日通知）（国のR3予算）

事業者支援分交付限度額（市町村）
（令和3年8月20日通知）（国のR2予算）

事業者支援分交付限度額（都道府県）
（令和3年8月20日通知）（国のR3予算）

地方単独事業分交付限度額④
（令和3年12月27日通知）（国のR3予算）

通常分交付限度額
（国のR2予算）

283,844                          事業者支援分交付限度額
（国のR2予算）

59,228                    

通常分交付限度額
（国のR3予算）

366,252                          事業者支援分交付限度額
（国のR3予算）

-                            

 本省繰越希望額
（R3補正による地方単独事業分交付限度

額④に係る希望額）

交付限度額計

Ａ

Ｂ Ｇ

Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

国庫補助
額

交付金関
連事業費

Ｄ'
国のR2予算分
（交付限度額
①、②、事業者
支援分（市町

村））

Ｄ''
国のR3予算分
（交付限度額
③、④、事業者
支援分（都道府

県））

起債予
定額

その他

 509,581 65,664 31,125  468,690 403,940 64,750 - 9,766 - 

1 単 通常事
業

77
サテライト・オ
フィス勤務の
推進

①市の所管施設（18施設）に対して無線アクセスポイント
を整備することにより、職員のサテライト・オフィス勤務を
推進する。
②市の所管施設に設置する無線アクセスポイント機器お
よびその設定費、設置費
③機器費　1式×4,994千円＝4,994千円
　 設定費　1式×2,894千円＝2,894千円
　 現調費　1式×1,288千円＝1,288千円
　 作業費　1式×3,804千円＝3,804千円
④地方公共団体（出張所、各地区公民館等全18施設）

－ － － － － －

①-Ⅳ-３．リ
モート化等に
よるデジタル・
トランスフォー
メーションの

加速

④行政IT化 R3.9 R4.3 12,980 12,980 12,980 R3補正（地）

2 単 通常事
業

高速カラー印
刷機設置事
業

①新型コロナウイルス感染症等の情報を市民に対して迅
速かつ的確に発信することは感染症対策として重要であ
るため、市役所内にチラシ等の印刷を行うための高速カ
ラー印刷機を増設する。
②市役所内に設置する高速カラー印刷機購入費、設置
費及びトナー等の消耗品費
③機器費　１式×6,248千円＝6,248千円
　 設置費　１式×165千円＝165千円
   消耗品　１式×2,942千円=2,942千円
④地方公共団体（市本庁舎）

－ － － － － － ①-Ⅰ-６．情
報発信の充実

㉑いずれも該
当しない

R3.8 R3.10 9,355 9,355 9,355 R3補正（地）

3 単
通常事

業

新型コロナワ
クチン接種協
力金支給事
業

①新型コロナワクチン接種を迅速かつ安全に実施するた
め、感染防止対策を講じながらワクチン接種や救急患者
を受け入れる市内の病院及び診療所に対して、医師、看
護師等の活動環境を支えるため、協力金を支給する。
②ワクチン接種を行う医療機関　　400千円
　 救急患者受入医療機関　　　　2,500千円
③接種医療機関　33箇所×400千円
　 救急患者受入医療機関　2箇所×2,500千円
   Fその他は県支出金
④市内医療機関

－ － － － － －

②-Ⅰ-３．ワ
クチン接種体
制の整備、治
療薬の開発等

㉑いずれも該
当しない

R3.6 R4.3 18,200 14,900 14,900 3,300 R3補正（地）

4 単
通常事

業
必要物品供
給事業

①医療機関、保育所、学童保育館及びごみ処理事業等
の社会生活維持のために欠かせない事業の実施者等に
対し、感染拡大防止に係る物品の配布を行う
②マスク等の購入費
③マスク　10,000箱×385円　　3,850千円
④地方公共団体、市内医療機関、保育所、学童保育館、
ごみ処理事業者等

－ － － － － －
①-Ⅰ-１．マ
スク・消毒液

等の確保

㉑いずれも該
当しない

R3.10 R4.1 3,850 3,850 3,850 R3補正（地）

5 単
通常事

業

社会福祉協
議会感染対
策等事業

①「生活困窮者自立相談支援事業」や「心配ごと相談事
業」の委託先である市社会福祉協議会職員や市民の感
染リスクの軽減を図るため、市社協においてWEB会議用
の機材や消毒に係る物品等を購入するための費用を助
成する。また、市社協において生活困窮世帯や新型コロ
ナウイルス感染症の影響を受け生活困窮に陥った者に
対し、食料や感染防止物品等の支援を行うための費用を
助成する。
②市社協においてWEB会議用機材、消毒用物品、生活
支援用食料・感染防止物品等を購入するための経費
③WEBカメラ　29,700円×2台=59,400円、マイクスピー
カー　24,200円×2台=48,400円、パソコン　85,800円×2
台=171,600円、空間除菌脱臭機　87,120円×3台
=261,360円、自動手指消毒器　5,324円×3台=15,972円、
タブレット　72,358円×1台=72,358円、感染防止アクリル
板　12,100円×5枚=60,500円、キャビネット　29,590円×1
台=29,590円、ケーブル　2,178円×2本=4,356円、テーブ
ル　36,520円×6台=219,120円、椅子　9,680円×6脚
=58,080円、生活支援用食品　1,080円×200セット
=216,000円、粉ミルク　2,138円×10個=21,380円、日用品
6,600円×30セット=198,000円、消毒液・マスク　1,100円
×200セット=220,000円　計1,656,116円
④大田原市社会福祉協議会

－ － － － － －

①-Ⅱ-４．生
活に困ってい
る世帯や個人

への支援

㉑いずれも該
当しない

R3.7 R4.3 1,657 1,657 1,657 R3補正（地）

6 単
通常事

業
106

新型コロナウ
イルス感染症
対策子ども食
堂支援金

①子ども食堂や学習支援実施する「子どもの居場所」事
業を実施する団体において、新型コロナウイルス感染症
の影響により、施設におけるサービスの提供や活動資金
を集める募金活動が困難となっているため、運営を支援
することを目的として支援金を交付する。
②食材、調味料、弁当用トレー、マスク、消毒用アルコー
ル、教材
③子どもの居場所事業実施に係る食材や感染防止物品
等の費用　年額　720千円
④子ども食堂実施事業者

－ － － － － －

①-Ⅱ-４．生
活に困ってい
る世帯や個人

への支援

⑭ハートフル R3.6 R4.3 720 720 720 R3補正（地）

13,562                                                                                                   

★★★令和３年度　新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金実施計画

都道府県名 栃木県 0287-23-8797 283,844                                                                270,282                                                                                                 

地方公共団体名 大田原市 zaisei@city.ohtawara.tochigi.jp -                                                                         

通常分
既配分額（国のR2予算）

通常分　今回配分予定額
（国のR2予算）

Ｎｏ

第
５
回
追
加
事
業

-                                                                                                          国庫補助事業費

都道府県・市町村コード（５桁） 09210 403,940                                                             58,752                                                                  13,952                                                                                                   

担当部局課名 財務部財政課 15,073                                                              59,228                                                                  

国のR2予算分（交付限度額①、②、事業者支援分（市町村））
通常分　今回配分予定額

（国のR3予算）

事業者支援分
既配分額（国のR2予算）

64,750                                                                                                                                       - 352,300                                                                                                 

地方単独事業費のうち通常事業分担当者氏名 301,667                                                             59,228                                                                                                   

地方単独事業費のうち事業者支援分
事業者支援分　今回配分予定額

（国のR2予算）

補
助
・
単
独

事
業
の
区
分

事
例
集
事
例
番
号

特定事業
者等支援

-                                                                      

所
管

事業の概要（①②③④を必ず明記）
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

①休業要
請協力金

②事業者
への給付

金

③事業者
への家賃
支援

交付対象事
業の名称

307,500                                                                                                 

709,324                                                                                                 

個人を対
象とした
給付金等

基金
経済対策と
の関係

交付対象事業
の区分

（地域未来構
想20との該当

関係）

事業
始期

配分予定額計
（国のR2予算）

配分予定額計
（国のR3予算）

配分予定額計

移替先

343,072                                                                国庫補助事業費 13,000                                                              

総事業費 補助対
象事業
費

補助対
象外経
費

成果目標
（可能な限
り定量的指
標を設定）

地域住民へ
の周知方法
（HP,広報紙

など）

参考資料

備考①
（地方単独事業に関
連している国庫補助
事業がある場合、そ
の国庫補助事業名と

所管省庁名）

備考②
（事業の終期が令和
４年３月を超えるこ
とが見込まれる場
合、その事情）

予算区分

事業者支援分　今回配分予定額
（国のR3予算）

国のR3予算分（交付限度額③、④、事業者支援分（都道府
県））

                                                                         -87,200                                                              

事業者支援分
既配分額（国のR3予算）

合計

事業
終期

総務省

58,752                                                                  地方単独事業費のうち通常事業分 51,750                                                              

地方単独事業費のうち事業者支援分 401,824                                                                
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Ｂ Ｇ

Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

国庫補助
額

交付金関
連事業費

Ｄ'
国のR2予算分
（交付限度額
①、②、事業者
支援分（市町

村））

Ｄ''
国のR3予算分
（交付限度額
③、④、事業者
支援分（都道府

県））

起債予
定額

その他

Ｎｏ

第
５
回
追
加
事
業

補
助
・
単
独

事
業
の
区
分

事
例
集
事
例
番
号

特定事業
者等支援

所
管

事業の概要（①②③④を必ず明記）
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

①休業要
請協力金

②事業者
への給付

金

③事業者
への家賃
支援

交付対象事
業の名称

個人を対
象とした
給付金等

基金
経済対策と
の関係

交付対象事業
の区分

（地域未来構
想20との該当

関係）

事業
始期 総事業費 補助対

象事業
費

補助対
象外経
費

成果目標
（可能な限
り定量的指
標を設定）

地域住民へ
の周知方法
（HP,広報紙

など）

参考資料

備考①
（地方単独事業に関
連している国庫補助
事業がある場合、そ
の国庫補助事業名と

所管省庁名）

備考②
（事業の終期が令和
４年３月を超えるこ
とが見込まれる場
合、その事情）

予算区分
事業
終期

7 単 通常事
業

48

新型コロナウ
イルス感染症
対策利子補
給金交付事
業

①新型コロナウイルス感染症の影響により、経営安定化
のための資金（緊急小口資金、小口資金、特別小口零細
企業資金）の借入を行った市内中小企業者等に対し3年
間の利子補給を行う。
②令和2年度及び令和3年度借入金の中小企業者が償
還した3年分の利子額
③利子補給金
　　R2年度資金： 73件×5万円×3年≒10,900千円
　　R3年度資金：190件×5万円×3年＝28,500千円
④市内中小企業者

－ － － － － 〇

①-Ⅱ-３．事
業継続に困っ
ている中小・

小規模事業者
等への支援

㉑いずれも該
当しない

R3.6 R4.4以降 39,400 39,400 39,400 

基金事業（事務連絡
イ 利子補給事業又は
信用保証料補助事業）
のため

R3補正（地）

8 単 通常事
業

48

新型コロナウ
イルス感染症
対策緊急小
口資金貸付
事業

①新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内中
小企業の事業継続のための必要な資金を融資するととも
に、信用保証料の補助を行う。
②新型コロナウイルス感染症対策緊急小口資金信用保
証料補助金
③信用保証料補助　120件×25万円 = 30,000千円
④市内中小企業者

－ － － － － － ①-Ⅱ-２．資
金繰り対策

㉑いずれも該
当しない

R3.6 R4.3 30,000 30,000 30,000 R3補正（地）

9 単
通常事

業

観光イベント
新型コロナウ
イルス感染症
予防対策事
業費補助事
業(くろばね紫
陽花まつり)

①新型コロナウイルス感染症対策として、くろばね紫陽花
まつり（イベント）を中止とする中で、紫陽花見学の来場
者に対して新型コロナウイルス感染拡大防止対策として
感染対策看板等を設置し、感染予防等を呼びかける。
②実行委員会への補助金（看板設置費用等）
③看板及び通行規制ロープ等の設置費一式 88千円
④くろばね紫陽花まつり実行委員会

－ － － － － －

①-Ⅲ-１．観
光・運輸業、
飲食業、イベ
ント・エンター
テインメント事
業等に対する

支援

㉑いずれも該
当しない

R3.5 R3.10 88 88 88 R3当初（地）

10 単
通常事

業

飲食店・小売
店等割引券
発行事業費
補助事業（黒
羽地区）

①新型コロナウイルス感染症のため、くろばね紫陽花ま
つり（イベント）を中止とした影響等により、売り上げ等が
減少した飲食店や小売店等を支援し、鈍化した顧客の来
店機会を創出し飲食店等の活性化に資するするため、飲
食店等割引券発行等に係る経費に対し、補助金を交付
する。
②実行委員会への補助金
③飲食店割引券発行費
 ・割引券付周遊マップ印刷費 88円×2,000枚=176千円
 ・取材費・写真撮影費　　　　　5,500円×25店=138千円
 ・割引取扱店ステッカー　　　 770円×40店=31千円
 ・ 割引額　　　　　　　　　　　500円×1,000枚=500千円
 ・マップ配布員報酬　　　2,000円×2人×16日=64千円
④くろばね紫陽花まつり実行委員会

－ － － － － －
①-Ⅲ-２．地

域経済の活性
化

㉑いずれも該
当しない

R3.5 R3.10 909 909 909 R3当初（地）

11 単
通常事

業

観光イベント
新型コロナウ
イルス感染症
予防対策事
業費補助事
業（大田原市
産業文化祭）

①コロナ禍において大田原市産業文化祭を実施するに
あたり、消毒・除菌・検温・密回避等の感染予防対策に要
する経費に対し、補助金を交付する。
②実行委員会への補助金
③
・会場設営費　入場時検温等スタッフ配置　 830千円
　　　　　　　　　　消毒液　　　　　　　　　　　　　 220千円
　　　　　　　　　　入場者用リストバンド　　　　 100千円
　　　　　　        感染予防等周知立て看板   200千円
　　　　　　　　　　その他消耗品費　　　　　　　 400千円
・イベント費　　警備員、フェイスシールド等    50千円
④大田原市産業文化祭実行委員会

－ － － － － －

①-Ⅲ-１．観
光・運輸業、
飲食業、イベ
ント・エンター
テインメント事
業等に対する

支援

㉑いずれも該
当しない

R3.10 R4.3 1,800 1,800 1,800 R3当初（地）

12 単 通常事
業

22

新型コロナウ
イルス感染症
対策費支援
事業

①市内に店舗を有する中小企業者等が新型コロナウイ
ルス感染防止対策として購入した備品、改修費用、キャッ
シュレス決済導入費用等に対し、補助金を交付すること
により事業継続を支援する。
②新型コロナウイルス感染症拡大防止に係る備品購入、
改修及びキャッシュレス決済導入の費用等に対する補助
金
③296事業者×50,000円（上限）＝14,800千円
④市内に事業所を有する中小企業者等

－ － － － － －

①-Ⅱ-３．事
業継続に困っ
ている中小・

小規模事業者
等への支援

㉑いずれも該
当しない

R3.7 R4.2 14,800 14,800 14,800 R3補正（地）

13 単
通常事

業
飲食店支援
事業

①市内飲食店で利用できるクーポン券を発行し、新型コ
ロナウイルス感染症の影響により深刻な経営状況にある
飲食店の事業継続を支援する。
②クーポン券による割引分補助及び事業費
③飲食店支援事業補助金
　クーポン券（25,000部）印刷製本費　　   554千円
　広告宣伝費　　　　　　　　　　　　　　　　  320千円
　換金支払費（21,579部見込)　　　　　 16,126千円
  その他事務費等　　　　　　　　　　　　　1,480千円
④大田原商工会議所

－ － － － － －
①-Ⅲ-２．地

域経済の活性
化

㉑いずれも該
当しない

R3.6 R4.1 18,480 18,480 18,480 R3補正（地）

14 単
通常事

業
12

小中学校トイ
レ衛生環境改
善事業

①新型コロナウイルス感染症対策として、洋式・乾式トイ
レの整備が進んでいない湯津上小学校について、和式
便器をより感染リスクの低い洋式便器に改修し、床を乾
式化することで衛生環境の改善を図り学校生活における
感染リスクの低減を図る。
②小学校トイレ洋式・乾式化・配管更新に要する費用
③トイレ洋式・乾式化実施設計　1,925千円
　 トイレ洋式・乾式化工事　35,123千円
④地方公共団体（湯津上小学校）

－ － － － － －
①-Ⅰ-１．マ
スク・消毒液

等の確保

㉑いずれも該
当しない

R3.7 R4.4以降 37,048 37,048 37,048 R3補正（地）

15 単
通常事

業
12

公衆トイレ衛
生環境改善
事業

①新型コロナウイルス感染症対策として、不特定多数の
人が利用する公衆トイレの便器の洋式化及び水栓（蛇
口）の非接触型への改修を行い、感染リスクの低減を図
る。
②市内公衆トイレの改修に要する経費
③公衆トイレ改修（洋式化等）工事
　　4箇所×2,650千円=10,600千円
④地方公共団体（市所管公衆トイレ）

－ － － － － －
①-Ⅰ-２．マ
スク・消毒液

等の確保

㉑いずれも該
当しない

R3.12 R4.3 10,600 10,600 10,600 R3補正（地）

16 単 通常事
業

12
公園トイレ衛
生改善改修
事業

①新型コロナウイルス感染症対策として、不特定多数の
人が利用する公園トイレの便器を洋式化及び水栓（蛇
口）の非接触型への改修を行い、感染リスクの低減を図
る。
②市内公園トイレの改修に要する経費
③6公園
　実施設計業務　　　　1,650千円
　公園トイレ改修（洋式化等）工事
　　6箇所×2,013千円=12,078千円
④地方公共団体（市所管公園トイレ）

－ － － － － －
①-Ⅰ-３．マ
スク・消毒液

等の確保

㉑いずれも該
当しない

R3.7 R4.3 13,728 13,728 13,728 R3補正（地）

17 単 通常事
業

12
避難所トイレ
衛生環境改
善事業

①新型コロナウイルス感染症対策として、避難所（地区
公民館）のトイレの便器の洋式化及び水栓（蛇口）を非接
触型への改修を行い、避難所運営時の感染リスクの低
減を図る。
②避難所トイレの改修に要する経費
③洋式化工事　       8箇所×2,000千円＝16,000千円
　 自動水栓化工事   7箇所×1,059.8千円≒7,419千円
④地方公共団体（避難所指定各地区公民館）

－ － － － － －
①-Ⅰ-４．マ
スク・消毒液

等の確保

㉑いずれも該
当しない

R3.11 R4.3 23,419 23,419 23,419 R3補正（地）
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終期

18 単 通常事
業

36 防災活動支
援事業

①避難所となる施設等に感染予防のための資材を備蓄
し、避難所運営時に感染及び感染拡大の予防を図る。
②消毒用物品、簡易トイレ、備蓄倉庫等、避難所運営の
ために必要な資材の購入（指定避難所12箇所、専用避
難所9箇所）
③物品消毒用タオル（630枚）　50千円、簡易トイレ（36
台）198千円、簡易トイレ用テント（36張）515千円、災害用
トイレ処理セット（50個）715千円、パーティション（エアマッ
ト等付属品含む）（50基）1,128千円、倉庫用樹脂パレット
（30枚）238千円、備蓄用倉庫（1基）4,994千円、ハンド
フォークリフト（1台）181千円、ゴミ箱（42個）231千円
④地方公共団体（避難所指定市所管施設）

－ － － － － －
①-Ⅰ-５．マ
スク・消毒液

等の確保

㉑いずれも該
当しない

R3.9 R4.3 8,250 8,250 8,250 R3補正（地）

19 単 通常事
業

高齢者等外
出支援サービ
ス車両購入等
事業

①一般の交通機関を利用することが困難な高齢者等（要
保護高齢者等）が、通院のために利用する高齢者等外出
支援サービスについて、利用者の感染予防のため、空気
清浄機能搭載・内装抗菌仕様の移送用車両を購入する
とともに、外出支援事業用のマスク及び消毒剤を購入す
る。
②車両購入費、車両購入に係る経費、消毒液・マスクの
購入費
③高齢者福祉車両購入　　　　 　　　3,125千円
 　車両購入・登録等に係る諸経費　　  90千円
　 マスク購入　 10,000枚×11円＝110千円
　 消毒液購入　100本×2,190円＝219千円
④地方公共団体

－ － － － － －

①-Ⅱ-４．生
活に困ってい
る世帯や個人

への支援

①３密対策 R3.6 R3.12 3,544 3,544 3,544 R3補正（地）

20 単 通常事
業

54 地元産材活
用支援事業

①新型コロナウイルス感染症の影響により、外食等の機
会が減少し需要が低下している牛肉をはじめとした地元
産食材を学校給食で提供することで需要拡大を図り、農・
畜産家を支援するとともに、地元の食材を小・中学生に
PRし魅力を発信する。
②学校給食用食材（地元産牛肉・野菜等）の購入経費
③6,000食（市内小中学校児童生徒及び教職員数）×
422.4円×2回≒5,069千円
④地方公共団体（市立小中学校児童生徒等）

－ － － － － －

①-Ⅱ-３．事
業継続に困っ
ている中小・

小規模事業者
等への支援

⑮強い農林水
産

R3.11 R4.3 5,069 5,069 5,069 R3当初（地）

21 単 通常事
業

61 鳥獣被害対
策事業

①新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、捕獲従事
者の活動が制限されることから、防護柵設置を推進する
ことで、これまでの鳥獣害対策が無に帰することのないよ
う、引き続き農作物等の被害軽減を図る。
②鳥獣被害防護柵等設置事業費
③40件×90千円（防護柵設置費）×1/3
④市内農地耕作者

－ － － － － －

①-Ⅱ-４．生
活に困ってい
る世帯や個人

への支援

⑮強い農林水
産

R3.6 R4.3 1,200 1,200 1,200 R3補正（地）

22 単 通常事
業

28 電子図書利
用促進事業

①図書館に来館せずに書籍を閲覧できる電子図書の充
実を図り、読書環境の充実や、外出抑制により感染拡大
の防止に資する。
②電子図書の購入に要する経費
③電子図書　445点　2,944千円
④地方公共団体（市立図書館）

－ － － － － －

①-Ⅳ-４．リ
モート化等に
よるデジタル・
トランスフォー
メーションの

加速

㉑いずれも該
当しない

R3.9 R4.1 2,944 2,944 2,944 R3補正（地）

23 単
通常事

業
12

なす風土記の
丘湯津上資
料館空調設
備環境改善
事業

①新型コロナウイルス感染症対策として、なす風土記の
丘湯津上資料館資料室の空調設備を改修することによ
り、職員の感染リスクの低減を図る。
②空調設備の改修に要する費用
③空調設備改修工事　　　　　　　　　　　　1,650千円
④地方公共団体（なす風土記の丘湯津上資料館）

－ － － － － －

②-Ⅱ-６．地
方への人の流
れの促進など
活力ある地方

創り

㉑いずれも該
当しない

R3.10 R4.2 1,650 1,650 1,650 R3補正（地）

24 単 通常事
業

40

全国竹芸展
新型コロナウ
イルス感染症
予防対策事
業

①新型コロナウイルス感染症対策として、全国竹芸展展
示会をWeb開催し、芸術文化活動の継続支援を図る。
②Web開催に要する費用助成金
③通信運搬費　　　　　　　　　　　　　 300千円
④全国竹芸展実行委員会

－ － － － － －

②-Ⅱ-６．地
方への人の流
れの促進など
活力ある地方

創り

⑫文化芸術・
スポーツ・コン
テンツビジネス

R3.4 R4.3 300 300 300 R3当初（地）

25 単
通常事

業
40

芭蕉の里全
国俳句大会
新型コロナウ
イルス感染症
予防対策事
業

①新型コロナウイルス感染症の影響により大会会場へ来
場できなかった方々のために、選者講師の講評や講演
者の議事録や寄稿を掲載した句集を発行し、芸術文化活
動の継続支援を図る。
②句集印刷費、選者講師による講評執筆料、講演者によ
る講演内容掲載のための執筆料に対する費用助成金
③ 講評執筆料（5名分）　　　　650千円
　　講演執筆料　　　　　　　　　100千円
④全国芭蕉の里俳句大会実行委員会

－ － － － － －

②-Ⅱ-６．地
方への人の流
れの促進など
活力ある地方

創り

⑫文化芸術・
スポーツ・コン
テンツビジネス

R3.4 R3.10 750 750 750 R3当初（地）

26

27 単
通常事

業

王将戦新型コ
ロナウイルス
感染症予防
対策事業

①毎年、本市において行われている王将戦について、コ
ロナ禍においても3密対策等の感染症予防対策を実施し
ながら開催するための支援を図る。
②感染予防対策費用に対する助成金
③タクシー・委託バス追加（増便）費用　　　100千円
　中継用モニター設置費（配線費用含む）　500千円
　諸経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 100千円
　会場追加（増設）費用 　　　　　　　　　　　　400千円
　感染対策用消耗品購入費　　　　　　　　　　30千円
④王将戦開催実行委員会

－ － － － － －

②-Ⅱ-６．地
方への人の流
れの促進など
活力ある地方

創り

⑫文化芸術・
スポーツ・コン
テンツビジネス

R3.11 R4.3 1,130 1,130 1,130 R3補正（地）

28 単 通常事
業

芭蕉の里マラ
ソン大会新型
コロナウイル
ス感染症予防
対策事業

①コロナ禍においても、芭蕉の里くろばねマラソン大会が
安全に開催できるよう感染予防対策として非接触型体温
計及び消毒薬の用意、マスク等を配布し、大会の継続支
援を図る。
②感染予防対策費用に対する助成金
③非接触型体温計　5本×3,870円=19,350円
　ポンプ式消毒液（500ｍ）　10本×1,155円＝11,550円
　消毒液（４ℓ。詰替え用）　1本×6,776円＝6,776円
　フェイスシールド（20枚入り）　8箱×1,628円＝13,024円
　使い捨て手袋（100枚入り）　　4箱×1,452円＝5,808円
　マスク（こども用個包装タイプ30枚入り）　10箱×671円
＝6,710円
　　　　（ふつうサイズ個包装タイプ40枚入り）30箱×748
円＝22,440円
④芭蕉の里くろばねマラソン大会実行委員会

－ － － － － －

②-Ⅱ-６．地
方への人の流
れの促進など
活力ある地方

創り

⑫文化芸術・
スポーツ・コン
テンツビジネス

R3.11 R4.3 86 86 86 R3当初（地）
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29 単
通常事

業
106

新生児特別
給付金

①新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、
不安な妊娠期間を過ごし、出産に至った子育て世帯の経
済的負担を軽減するため、新生児特別給付金を支給す
る。
②令和3年1月1日から令和4年3月31日までに誕生した新
生児に対して市独自で行う給付金及び給付事務費
③支給対象出生児見込数　505人
　・　給付金　50,000円×505人＝25,250千円
　　・通信運搬費　84円×150通≒13千円
④支給対象者：対象期間中に誕生し、次の5つの条件全
てに当てはまる新生児の保護者
　1　令和3年1月1日から令和4年3月31日までに生まれた
子ども
　2　申請日時点で大田原市民である子ども
　3　申請日時点で大田原市に住民登録がある対象児の
保護者
　4　令和3年1月1日以降に大田原市に住民登録となった
ものは、他の市区町村において給付金と同様の趣旨の
給付を受けていないもの
　5　上記を満たし、申請期限内に申請のあったもの

－ － － － ○ －
②-Ⅱ-９．家
計の暮らしと
民需の下支え

㉑いずれも該
当しない

R3.6 R4.3 25,263 25,263 25,263 

個人を対象とした給付金となるが、
支給の対象は、新型コロナウイル
ス感染症の影響が長期化する中
で、不安な妊娠期間を過ごし、出産
に至った子育て世帯であり、給付金
を支給することにより子育て世帯へ
の経済的負担軽減を図るとともに、
人口減少対策を図る。

R3補正（地）

30 単
通常事

業

インフルエン
ザ予防接種
助成費

①学校等での集団感染の恐れのある15歳以下の方に対
し、新型コロナウイルス感染症と症状に類似点が多いイ
ンフルエンザ予防接種の費用を助成することで罹患者等
を減らし、医療提供体制の混乱を防ぐ
②生後6ヶ月から15歳以下の市民のインフルエンザ予防
接種に対する助成及び予診票等印刷代を交付対象経費
とする。
③
・印刷製本費：予診票、説明書印刷代：398千円
・委託料：6,940人×2,200円＝15,268千円
　（内訳）生後6ヶ月～小学生　3,100人×2回＝6,200人
　　　　　中学生　740人×1回
・扶助費（市外医療機関で接種を受けた者への助成）：
132千円
　（内訳）生後6ヶ月～中学生　60人
④生後6ヶ月から15歳以下の市民

－ － － － － －
①-Ⅰ-３．医

療提供体制の
強化

㉑いずれも該
当しない

R3.9 R4.2 15,798 15,798 15,798 R3補正（地）

31 補 103
公立学校情
報機器整備
費補助金

文科

（GIGAスクールサポーター配置支援事業）
①臨時休業等の緊急時においても、ICTの活用により子
どもたちの学びを保障するため「GIGAスクール構想」を推
進するに当たり、急速なICT化に児童生徒及び教職員が
適応できるように、専門知識を有する支援員を市内小中
学校へ派遣する。
②支援員派遣業務委託料
③派遣業務事業費
　　人件費　12,000円×28校×24回＝8,064千円
　　旅費　3,330円×28校×24回≒2,238千円
　　諸経費　600千円
④地方公共団体（市立小中学校）

－ － － － － －
②-Ⅱ-１．デ
ジタル改革

⑨教育 R3.4 R4.3 10,902 10,902 5,450 5,452 5,452 R2補正（国）

32 補 12 文化芸術振
興費補助金

文科

（文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業）
①新型コロナウイルス感染症対策として、なす風土記の
丘湯津上資料館の和式便器をより感染リスクの低い洋
式便器に改修し、床を乾式化することで衛生環境の改善
を図り、施設利用者の感染リスク低減を図る。
②トイレ洋式化・乾式化に要する費用
③トイレ洋式・乾式化工事　　　　　　 　 3,300千円
④地方公共団体（なす風土記の丘湯津上資料館）

－ － － － － －

②-Ⅱ-６．地
方への人の流
れの促進など
活力ある地方

創り

㉑いずれも該
当しない

R3.10 R4.1 3,300 3,300 1,650 1,650 1,650 R2補正（国）

33 単

事業者
支援(①
事業者
支援)

大田原市事
業者支援金
交付事業

①新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、厳しい
経営状況にある事業者（売上げが10%以上30%未満減少
した事業者）に対し、支援金を交付する。
②大田原市事業者支援金
③・中小法人等　　 30万円×172事業者＝51,600千円
　 ・個人事業者等　20万円×178事業者＝35,600千円
④市内事業者（中小法人等・個人事業主等）

－ ○ － － － －

①-Ⅱ-３．事
業継続に困っ
ている中小・

小規模事業者
等への支援

㉑いずれも該
当しない

R3.10 R4.2 87,200 87,200 87,200 R3補正（地）

34 〇 単
通常事

業

修学旅行中
止等に伴う追
加経費支援
事業

①新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、修学
旅行について行先変更や中止を実施したことに伴い、追
加的経費として修学旅行に係る企画料（キャンセル料）が
生じることから、当該経費を市が負担することで、保護者
等の負担を軽減する。
②修学旅行に係る企画料（キャンセル料）
③小学校5校 キャンセル料 239千円（児童及び引率者
268名）
　 中学校5校 キャンセル料 1,710千円（児童及び引率者
439名）
④旅行代理店等修学旅行企画会社

－ － － － － －

①-Ⅱ-４．生
活に困ってい
る世帯や個人

への支援

㉑いずれも該
当しない

R3.12 R4.3 1,949 1,949 1,949 
 支援対象児
童・生徒等
数：707人

 市HP R3補正（地）

35 〇 単 通常事
業

主食用米生
産者支援事
業

①新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、主食用
米の需要が減少し、大幅な米価の下落により厳しい経営
状況にある水稲農家に対し、作付け面積に応じ、支援金
を交付する。
②大田原市主食用米生産者支援事業費補助金
③1,800ha×10,000円×＝18,000千円
④市内主食用米生産者（認定農業者）

－ ○ － － － － ③-Ⅰ-４．事
業者への支援

㉑いずれも該
当しない

R3.12 R4.3 18,000 18,000 18,000 
 支援金交付
額：14,400千
円

 市HP R3補正（地）

36 〇 補
子ども・子育
て支援交付金

内閣府

（放課後児童クラブ等におけるICT化推進事業を除く）
①放課後児童クラブ及び子育て支援センター等での感染
拡大を防止するための備品等の購入や感染者発生時に
施設の消毒を行うことで、持続的で安心した施設運営を
実施することができる。
②感染拡大防止対策に必要な備品等の購入経費、事業
所の消毒費用等
③・放課後児童クラブ36単位×326.4千円≒11,749千円
　 ・地域子育て支援拠点事業：300千円×6施設＝1,800
千円
　　・一時預かり事業：300千円×1施設＝300千円
　　　合計：13,849千円
　 Fその他は県支出金
④地方公共団体、市内放課後児童クラブ運営事業者、市
内子育て支援センター、つどいの広場設置運営者

－ － － － － －
①-Ⅰ-１．マ
スク・消毒液

等の確保

㉑いずれも該
当しない

R3.4 R4.3 13,849 13,849 4,616 4,617 4,617 4,616 
 感染予防対
策購入施設
数：43施設

 市HP R2補正（国）

37 〇 補 12 文化芸術振
興費補助金

文科

（文化施設の感染拡大予防・活動支援環境整備事業）
①新型コロナウイルス感染症対策として、黒羽芭蕉の館
展示室の空調設備を改修することにより、施設利用者の
感染リスク低減を図る。
②空調設備の改修に要する費用
③空調設備改修工事　　　　　　　　　　　　2,299千円
④地方公共団体（黒羽芭蕉の館）

－ － － － － －

②-Ⅱ-６．地
方への人の流
れの促進など
活力ある地方

創り

㉑いずれも該
当しない

R3.11 R4.2 2,299 2,299 1,149 1,150 1,150 

 来館者に対
する感染予
防の周知徹
底

 市HP R2補正（国）

38 〇 補 12
学校保健特
別対策事業
費補助金

文科

（感染症対策等の学校教育活動継続支援事業）
①小・中学校において感染症対策等を徹底し、集団感染
等を防止しながら児童生徒の学習を保障するため必要な
衛生物品の整備や密集軽減に係る取組等を実施する。
②感染防止のための衛生用品、備品購入に要する経費
③　200千円× 3校＝　600千円
 　　150千円× 2校＝　300千円
　 　100千円×23校＝2,300千円
④地方公共団体（市内小中学校）

－ － － － － －
①-Ⅰ-１．マ
スク・消毒液

等の確保

㉑いずれも該
当しない

R3.12 R4.3 3,200 3,200 1,600 1,600 1,600 
 感染予防対
策購入学校
数：28校

 市HP R2補正（国）



09210_栃木県大田原市_r3_5（修正）Ａ

Ｂ Ｇ

Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

国庫補助
額

交付金関
連事業費

Ｄ'
国のR2予算分
（交付限度額
①、②、事業者
支援分（市町

村））

Ｄ''
国のR3予算分
（交付限度額
③、④、事業者
支援分（都道府

県））

起債予
定額

その他

Ｎｏ

第
５
回
追
加
事
業

補
助
・
単
独

事
業
の
区
分

事
例
集
事
例
番
号

特定事業
者等支援

所
管

事業の概要（①②③④を必ず明記）
①目的・効果
②交付金を充当する経費内容
③積算根拠（対象数、単価等）
④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

①休業要
請協力金

②事業者
への給付

金

③事業者
への家賃
支援

交付対象事
業の名称

個人を対
象とした
給付金等

基金
経済対策と
の関係

交付対象事業
の区分

（地域未来構
想20との該当

関係）

事業
始期 総事業費 補助対

象事業
費

補助対
象外経
費

成果目標
（可能な限
り定量的指
標を設定）

地域住民へ
の周知方法
（HP,広報紙

など）

参考資料

備考①
（地方単独事業に関
連している国庫補助
事業がある場合、そ
の国庫補助事業名と

所管省庁名）

備考②
（事業の終期が令和
４年３月を超えるこ
とが見込まれる場
合、その事情）

予算区分
事業
終期

39 〇 補 12
学校保健特
別対策事業
費補助金

文科

（学校等における感染症対策等支援事業）
①小・中学校において感染症対策等を徹底し、集団感染
等を防止しながら児童生徒の学習を保障するため必要な
衛生物品の整備や密集軽減に係る取組等を実施する。
②感染防止のための衛生用品、備品購入に要する経費
③　1,800千円× 3校＝　5,400千円
 　　1,350千円× 2校＝　2,700千円
　 　　900千円×24校＝21,600千円
　　Fその他は基金繰入金
④地方公共団体（市内小中学校）

－ － － － － －
③-Ⅰ-３．感

染防止策の徹
底

㉑いずれも該
当しない

R4.3 R4.4以降 29,700 29,700 14,850 13,000 13,000 1,850 
 感染予防対
策購入学校
数：29校

 市HP
資材の確保に時間を
要するため。

R3補正（国）

40 〇 補

新型コロナウ
イルス感染症
セーフティネッ
ト強化交付金

厚労

①「生活困窮者自立相談支援事業」を委託している市社
会福祉協議会において、新型コロナウイルス感染症の影
響により、住居確保給付金の申請処理や緊急小口資金
等の貸付業務など事務量が増加しているため、当該支援
事業の体制強化を図り、住居確保給付金等の給付事務
等を迅速かつ適切に実施する。
②委託料の増額（市社協事務職員の臨時的任用）に要
する経費
③委託料の増額内訳：給料1,800千円、職員手当等260
千円、共済費354千円　合計2,414千円
④大田原市社会福祉協議会

－ － － － － －
②-Ⅱ-９．家
計の暮らしと
民需の下支え

㉑いずれも該
当しない

R3.4 R4.3 2,414 2,414 1,810 604 604 
 相談処理及
び申請処理
件数の増加

 市HP R2補正（国）

41 〇 単 通常事
業

子育て世帯へ
の臨時特別
給付金（市独
自支援分）

①国基準日以降の離婚及び所得制限により「子育て世
帯への臨時特別給付金」を受け取ることができなかった
市民に対して、市独自で給付金を支給し、子育て家庭の
負担軽減を図り、子どもの健やかな成長を支援する。
②給付金及び給付に係る事務費
③・基準日以降離婚世帯（児童）
　　　給付金100,000円×30人＝3,000千円
　・所得制限該当世帯（児童）
　　　給付金50,000円×615人＝30,750千円
④国の給付金を受け取ることができなかった対象児童の
保護者（市民）

－ － － － ○ －
③-Ⅰ-５．生
活・暮らしへ

の支援

㉑いずれも該
当しない

R4.2 R4.3 33,750 33,750 33,750  給付額：
33,750千円

 市HP

個人を対象とした給付金となるが、
支給の対象は、国の基準により給
付金を受け取ることができなたった
子育て世帯であり、給付金を支給
するこにとより子育て世帯への経
済的負担軽減を図り、子どもの健
やかな成長を支援する。

R3補正（地）




